
▲８月以降は黄色黄色の保険証をお使いください

後期高齢者医療期高齢者医療のお知らせ
問 市民課国保年金係　直直  ０２６３�０７７２後期高齢者医療の保険証や、保険料についてお知らせします。

　令和６年８月１日㈭からお使いいただく
新しい保険証をお送りします。新しい保険
証が届きましたら、記載内容の確認をお願
いします。
※現在ご使用中の保険証（だいだい色）は、
６年７月３１日㈬が有効期限となっています。

新保険証を保険証を
７月中旬７月中旬
からから発送発送

※１　「課税所得」とは、市・県民税納税通知書の「課税標準」の額（５年中の収入から、給与所得控除や公的年金等控除、基礎控
除や社会保険料控除などの所得控除を差し引いた後の金額）です。
※２　「後期高齢者医療の被保険者」とは、７５歳以上の人（6５～７4歳で一定の障がいの状態にあり、広域連合から認定を受けた人を含む）
のことです。
※３　「年金収入」には、遺族年金や障害年金を含みません。
※４　「その他の合計所得金額」とは、事業収入や給与収入などから、必要経費や給与所得控除などを差し引いた後の金額のことです。
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次のいずれかに該当する
○世帯に被保険者が１人で、そ
　の人の収入額が３８３万円未満
○世帯に被保険者が２人以上で、
　被保険者全員の収入合計額が
　５20万円未満
○世帯に被保険者が１人で、そ
　の人の収入額が３８３万円以上
　だが、同一世帯の７0～７4歳の
　人の収入を含めた収入合計額
　が５20万円未満

該当しない ▼

クリーム色の封筒
でお送りします。

窓口負担割合判定　フローチャート

　６年度は、均等割額、所得割率、賦課限度額、低所得世帯に対する均等割額の軽減の基準額が変更と
なりました。以下の計算式で計算した保険料額を記載した決定通知書をお送りします。保険料保険料

決定通知書を決定通知書を
７月上旬から７月上旬から

発送発送

保険料
限度額80万円

※昭和24年３月３１日以前に生ま
れた人や障がい認定の人は７３万円

＝＋

※合計所得金額が2,400万円を超える人は、その合計所得金額に応じて基礎控除額が変わります。

◀桃色の封筒でお送りします
　年金からの天引き（特別徴収）と口座振替や納付書（普通徴収）の両方で
納めていただく人は、納付方法が二つに分かれるため、通知書が２通届きます。
年間の保険料は、普通徴収の通知に記載されていますので、ご確認ください。

均等割額
44,365円

所得割額
（前年の総所得金額等

－基礎控除43万円 ※）
所得割率 9.45%

（左記が５８万円以下の場合）
8.56％
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変更点❶　国民健康保険税の税率を変更しました
　高齢化の進展により医療費などが増加しています。そのため、国保税を構成する「医療保険分」「後
期高齢者支援分」「介護保険分」の所得割率、均等割額、平等割額の改定を行いました。

医療保険分 後期高齢者支援分 介護保険分
区分 変更前 変更後 変更前 変更後 変更前 変更後

所得割率 6.３５% ６.4２% 2.4５% ２.７1% 2.１１％ ２.２8％
均等割額 2３,５00円 ２３,６００円 9,１00円 1０,1００円 9,１00円 9,8００円
平等割額 2３,７00円 ２３,9００円 ８,１00円 8,9００円 ７,３00円 ７,8００円

国民健康保険のお知らせ
問 市民課国保年金係　直直  ０２６３�０７７２国民健康保険の保険証や、変更点についてお知らせします。

　令和６年８月１日㈭からお使いいただく
新しい保険証をお送りします。７0歳以上の
人は、保険証に窓口負担割合が記載されて
います。保険証が届きましたら、記載内容
の確認をお願いします。
※現在ご使用中の保険証（空色）は、６年７
月３１日㈬が有効期限となっています。

新

　国民健康保険税は世帯主が納税義務者となるため、世帯主が国保に加入していない場合で
も、世帯主宛てに納税通知書をお送りします。納付方法によりお送りするものが異なります
ので、通知が届きましたら確認をお願いします。納付方法には次の二つがあります。
■普通徴収　通知書に記載された口座から振り替えで納付していただくか、同封する納付書
　で納付していただきます。
■特別徴収　加入者全員が6５歳以上の世帯は、原則として世帯主が受給する年金の支給に合
　わせ、年金からの天引きで納付していただきます。

水色の封筒でお送
りします。

▲８月以降はうぐいす色うぐいす色の保険証をお使いください

令和６年度　国民健康保険税の変更点

保険証を保険証を
７月上旬７月上旬
からから発送発送

保険税保険税
納税通知書を納税通知書を
７月上旬から７月上旬から

発送発送

◀桃色の封筒でお送りします

変更点❷　低所得世帯に対する国保税の軽減（5割・２割）の基準額が変更となりました
世帯主、国保加入者、特定同一世帯所属者の総所得金額等の合計

軽減割合 変更前 変更後

５割軽減
4３万円＋29万円×

（国保加入者および特定同一世帯所属者の数）＋
１0万円×（給与所得者等の数－１）以下

4３万円＋２9万5,０００円×
（国保加入者および特定同一世帯所属者の数）＋

1０万円×（給与所得者等の数－１）以下

２割軽減
4３万円＋５３万５,000円×

（国保加入者および特定同一世帯所属者の数）＋
１0万円×（給与所得者等の数－１）以下

4３万円＋54万5,０００円×
（国保加入者および特定同一世帯所属者の数）＋

1０万円×（給与所得者等の数－１）以下

変更点❸　後期高齢者支援分の限度額（最高税額）が、22万円から24万円に変更となりました

国保　太郎

　　　　長野県塩尻市大門七番町 3 番 3 号
　　　　電話　0263-52-0772

　　　昭和 ○○　 ○○　 ○○　　　　　　　　　男
　　　　　 ○○　○○　 ○○　
　　　　　 ○○　○○　 ○○　
　　　国保　太郎
長野県塩尻市大門七番町３番３号
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